
 

 

郵便関係手当の基準物数の設定について 

 

 

 信越支社郵便事業本部総務部は、本日（4月 26日）「郵便関係手当の基準物数の設

定」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記の趣旨は、郵便区分能率向上手当及び郵便配達能率向上手当の支給基準となっ

ている基準物数を平成２４年度用に設定するものです。 

 対象局は旧集配センターを含む全局とし、適用日は平成２５年４月１日（月）とな

ります。 

 

 基準物数の算出は、郵便内務については平成２４年９月・１０月・１１月期の業務

運行記録表から水曜・木曜・金曜日の差立・配達区分の処理物数と労働時間によって

１時間当たりの区分物数が設定されています。 

郵便外務については同時期の業務運行記録表から配達物数と労働時間によって算出

されており、１分当たりの配達物数で示されています。（例－新潟中央局 101区：450

分×3.31＝1,490通） 

なお、超過勤務をしても基準物数を１０％以上、上回っていれば支給対象となりま

す。（例－新潟中央局 101区：1,490通×1.1＝1,639通） 

  

手当額については、郵便区分能率向上手当（内務）は１８０円／日、郵便配達能率

向上手当（外務）は２４０円／日であり、支給額は一月に付き最高１３日となってい

ます。 

 

また、地方交渉が４月下旬になったことについて、５月支給に向けた計画担当者の

業務煩瑣が想定されますが、作業的にはソフトの基準物数値を変更することで容易に

対応できるとしています。 
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